
ＮＯ．２８８　北青山三丁目地区（機構施行）

計画地

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

放射第４号線
別に都市計画にお
いて定めるとおり。

別に都市計画において定
めるとおり。 ―

区画道路１号 ２３ｍ 約１６０ｍ ―

区画道路２号 ５．８ｍ～６ｍ 約１３０ｍ ―

公
園

― ― ― ―

建築面積

B-1 １１，２００㎡ ―

B-2 ３７０㎡ ―

建築敷地面積

B-1 約２０，２００㎡

B-2 約１，１００㎡

都市計画決定

北青山三丁目地区第一種市街地再開発事業 約２．９ha

(きたあおやま３ちょうめ)

１　計画の概要

　東京都港区北青山三丁目地内

計画の概要

　土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、業務機能、商業機能、
宿泊機能、公共機能等が調和した複合市街地の形成に向けて整備を行う。

約２．９ha 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
鉄骨造、鉄筋コンクリート造

地上３８階／地下２階
地上３階／地下２階

約１８０ｍ
約２０ｍ

２　都市計画の内容

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

既設

新設

新設

―

低層部B：３０ｍ

主要用途

B-1 ― ―
高層部：１８０ｍ
低層部A：３５ｍ

―
事務所、店舗、宿泊施
設、公共公益施設、駐

車場等

街
区

建蔽率 容積率
建築物の
高さの限度

壁面の
位置の限度

約２，０００㎡（約１，５００㎡） ―

建築敷地の
整備

整備計画 備考

・にぎわいや交流の拠点形成、生物多様性に配慮した緑のネットワークの強化及び地域
の防災性の向上を図るため、隣接地区の広場と連続した広場を整備する。
・道路や広場間の歩行者ネットワークを多方面につなぎ、歩行者の利便性を確保するた
め、建物内外を活用した歩行者通路を整備する。また、青山通りの歩道と沿道の空間が
一体となった魅力ある街並みを形成するため、歩道状空地を整備する。
・車両の安全かつ円滑な交通処理を図るとともに、南青山側から渋谷区側の市街地を
つなぐ歩行者の通行動線の確保を図るため、区画道路１号を整備する。また、地区内の
既存道路の通行機能を維持するとともに、安全で快適な歩行者ネットワークを形成する
ため、適正な自転車歩行者専用化を図った区画道路２号を整備する。
・歩行者の安全性の確保と円滑な交通処理のため、地区内の駐車場を連絡する地区内
車路を整備する。

建築物の整備
B-2 ― ― 店舗等

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約１８０，０００㎡（約１５６，０００㎡） ―

―

令和４年１２月５日　港区告示第３４２号



７７０'％ ６０％ ５００％３，０００㎡

２００'％ ６０％ １００％ ２００㎡

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

住宅戸数

駐車場

事業認可 総事業費

年　月　日

令和４年１０月３日 都市計画決定（地区計画　東京都）

令和４年１２月５日 都市計画決定（再開発事業　港区）

令和５年８月９日

令和６年６月２５日

令和６年７月１２日

４　事業計画の概要

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の位
置の限度

北青山三丁目地
区

約２．７ha

　建築物の外
壁又はこれに
代わる柱の面
は、次の各号
の一に該当す
る建築物及び
それらに付帯
する建築物の
部分を除き、
計画図に示す
壁面の位置の
制限を超えて
建築してはな
らない。
１　歩行者の
安全性、快適
性を確保する
ために必要な
ひさし、駐車
場の用に供す
る車路出入口
２　建築物に
附属する門、
塀その他これ
らに類するも
の

約０．２ha

平成２８年１０月３日　東京都告示第１６７７号
令和４年１０月３日　東京都告示第１３１１号（変更）

約２０，２００㎡
約１，１００㎡

約６０％
約３５％

約１７９，５００㎡
約２，０００㎡

約７７０％
約１４０％

用途
事務所、店舗、宿泊施設、公共公益施設等 ―

店舗等 ―

令和５年８月９日　国土交通省告示第８６６号 約１，２８２億円

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

北青山三丁目第一種市街地再開発事業　事業計画認可

権利変換計画認可

権利変換期日



６　位置図

７　区域図



９　完成予想図

８　配置図


